
審決

無効２０１１－８００１３０

埼玉県熊谷市万平町１丁目８５番地６
請求人 長谷川 芳樹

東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 丸の内ＭＹＰＬＡＺＡ（明治安田生命
ビル）９階 創英国際特許法律事務所
代理人弁理士 柴山 健一

東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 丸の内ＭＹＰＬＡＺＡ（明治安田生命
ビル）９階 創英国際特許法律事務所
代理人弁理士 阿部 寛

東京都千代田区丸の内２－１－１ 丸の内ＭＹ ＰＬＡＺＡ９階 創英国際特許
法律事務所
代理人弁理士 寺澤 正太郎

東京都日野市さくら町１番地
被請求人 コニカミノルタエムジー株式会社

東京都港区六本木１丁目６番１号 泉ガーデンタワー アンダーソン・毛利・友
常法律事務所
代理人弁理士 金山 賢教

東京都港区六本木１丁目６番１号 泉ガーデンタワー アンダーソン・毛利・友
常法律事務所
代理人弁理士 重森 一輝

東京都港区六本木１丁目６番１号 泉ガーデンタワー アンダーソン・毛利・友
常法律事務所
代理人弁護士 城山 康文

東京都港区六本木１丁目６番１号 泉ガーデンタワー アンダーソン・毛利・友
常法律事務所
代理人弁護士 井上 譲

上記当事者間の特許第４７２５５３３号発明「シンチレータパネル」の特
許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結 論
平成２３年１０月４日付け訂正請求書による訂正を認める。
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理 由
１．手続の経緯
（１）平成１９年 ２月２３日



特許出願（特願２００７－４３５５５号）
（２）平成２３年 ４月２２日

設定登録（特許第４７２５５３３号、以下「本件特許」
という。）

（３）平成２３年 ７月１３日
特許掲載公報発行（特許第４７２５５３３号公報）

（４）平成２３年 ７月２０日（提出日）
審判請求書の提出

（５） 同年１０月 ４日（提出日）
審判事件答弁書（以下「答弁書」という。）の提出

（６） 同年１０月 ４日（提出日）
訂正請求書（以下「訂正請求書」という。）の提出

（７） 同年１１月１５日（提出日）
弁駁書の提出

（８）平成２４年 １月１３日（提出日）
口頭審理陳述要領書（被請求人側）（以下「陳述要領書１」と
いう。）の提出

（９） 同年 １月１３日（提出日）
口頭審理陳述要領書（請求人側）（以下「陳述要領書２」と
いう。）の提出

（１０） 同年 １月２７日
第１回口頭審理および審理終結

２．訂正請求書による請求について
（１）請求の趣旨
上記のとおり、本件特許については、平成２３年１０月４日付け訂正請求

書による訂正の請求（以下「訂正請求」という。）がされているところ、そ
の趣旨は、「特許第４７２５５３３号の明細書、特許請求の範囲を本件訂正
請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを求め
る。」というものである。

（２）訂正請求の訂正事項
上記訂正請求による訂正は、いずれも特許請求の範囲の請求項１に係るも

のであって、下記の訂正事項１ないし訂正事項４をその訂正の内容としてい
る。（当審注：下線は訂正箇所を示す。）
ア 訂正事項１
「ヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを含む添加剤を原材

料として気相法にて形成されたシンチレータ層」を「ヨウ化セシウムと少な
くとも１種類以上のタリウムを含む添加剤を原材料として蒸着により形成さ
れた柱状結晶構造のシンチレータ層」とすること。
イ 訂正事項２
「該反射層が、」を「該反射層が、該基板と該柱状結晶構造のシンチレー

タ層との間に存在し、」とすること。
ウ 訂正事項３
「アルミナ、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから

選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からなる」を「アル
ミナ、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる
少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からなり、該柱状結晶構造の
シンチレータ層は、該反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形成したもの
であり、」とすること。
エ 訂正事項４
「シンチレータパネル」について、「該シンチレータパネルは、入射され

た放射線のエネルギーを吸収してその強度に応じた電磁波を発光し、該電磁
波を吸収して画像信号を出力する出力基板とともに撮像パネルを構成し、該



出力基板は、光電変換素子を備えている」の記載を追加すること。

（３）訂正請求についての当審の判断
ア 訂正事項１について
訂正事項１は、訂正前の請求項１において、「シンチレータ層」について

「蒸着により」形成された「柱状結晶構造」のシンチレータ層と訂正するこ
とにより、「シンチレータ層」について限定することにより減縮するもので
ある。そして、当該訂正事項は、本件特許の願書に添付した明細書の段落
【００４０】の「・・・シンチレータ層（「蛍光体層」ともいう。）を形成
する材料としては、種々の公知の蛍光体材料を使用することができるが、Ｘ
線から可視光に対する変更率が比較的高く、蒸着によって容易に蛍光体を柱
状結晶構造に形成出来るため、光ガイド効果により結晶内での発光光の散乱
が抑えられ、シンチレータ層（蛍光体層）の厚さを厚くすることが可能であ
ることから、ヨウ化セシウム（ＣｓＩ）が好ましい。」との記載、段落【０
０７４】の「 この状態において、電極からボート６３に電流を流し、ヨウ
化セシウムとヨウ化タリウムとを含む混合物を７００℃～８００℃程度で所
定時間加熱してその混合物を蒸発させる。その結果、基板１の表面に無数の
柱状結晶体２ａが順次成長して所望の厚さのシンチレータ層２が形成される
（蒸着工程）。・・・」との記載に基づくものである。

イ 訂正事項２について
訂正事項２は、訂正前の請求項１において、「反射層」について、「該基

板と該柱状結晶構造のシンチレータ層との間に存在」する反射層と訂正する
ことにより、「反射層」について限定することにより減縮するものである。
そして、当該訂正事項は、本件特許の願書に添付した明細書の段落【００３
１】の「・・・本発明に係る反射層は、基板とシンチレータ層の間に存在
し、・・・」との記載、並びに【図３】から、反射層が、基板と柱状結晶構
造のシンチレータ層との間に存在することが見て取れることに基づくもので
ある。

ウ 訂正事項３について
訂正事項３は、訂正前の請求項１において、「シンチレータ層」につい

て、「該反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形成した」「該柱状結晶構
造」のシンチレータ層と訂正することにより、「シンチレータ層」について
限定することにより減縮するものである。そして、当該訂正事項は、本件特
許の願書に添付した明細書の段落【００７１】の「《反射層の形成》 反射
層３は、上記の有機溶剤に上述した白色顔料及びバインダー樹脂を分散・溶
解した組成物を塗布、乾燥して形成する。バインダー樹脂としては接着性の
観点でポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂等の疎水性樹脂が好ましい。」
との記載及び段落【００７２】ないし段落【００７４】の「・・・ 上記の
ように反射層３を設けた基板１をホルダ６４に取り付けるとともに、ボート
６３にヨウ化セシウムとヨウ化タリウムとを含む粉末状の混合物を充填する
（準備工程）。・・・次に、ホルダ６４のヒータと回転機構６５のモータと
を駆動させ、ホルダ６４に取付け済みの基板１をボート６３に対向させた状
態で加熱しながら回転させる。 この状態において、電極からボート６３に
電流を流し、ヨウ化セシウムとヨウ化タリウムとを含む混合物を７００℃～
８００℃程度で所定時間加熱してその混合物を蒸発させる。その結果、基板
１の表面に無数の柱状結晶体２ａが順次成長して所望の厚さのシンチレータ
層２が形成される（蒸着工程）。・・・」との記載に基づくものである。

エ 訂正事項４について
訂正事項４は、訂正前の請求項１において、「シンチレータパネル」につ

いて、「該シンチレータパネルは、入射された放射線のエネルギーを吸収し
てその強度に応じた電磁波を発光し、該電磁波を吸収して画像信号を出力す



る出力基板とともに撮像パネルを構成し、該出力基板は、光電変換素子を備
えている」シンチレータパネルと訂正することにより、「シンチレータパネ
ル」について限定することにより減縮するものである。そして、当該訂正事
項は、本件特許の願書に添付した明細書の段落【００７８】ないし段落【０
０８０】の「図５に示すように、撮像パネル５１は、放射線用シンチレータ
パネル１０と、放射線用シンチレータパネル１０からの電磁波を吸収して画
像信号を出力する出力基板２０と、から構成されている。放射線用シンチレ
ータパネル１０は、放射線照射面側に配置されており、入射した放射線の強
度に応じた電磁波を発光するように構成されている。出力基板２０は、放射
線用シンチレータパネル１０の放射線照射面と反対側の面に設けられてお
り、放射線用シンチレータパネル１０側から順に、隔膜２０ａ、光電変換素
子２０ｂ、画像信号出力層２０ｃ及び基板２０ｄを備えている。」との記載
並びに【図５】から、シンチレータパネルは、入射された放射線のエネルギ
ーを吸収してその強度に応じた電磁波を発光し、該電磁波を吸収して画像信
号を出力する出力基板とともに撮像パネルを構成し、該出力基板は、光電変
換素子を備えていることが見て取れることに基づくものである。

オ 本件訂正に対する請求人の主張についての当審の判断
請求人は、訂正事項４について、請求項１に係る本件特許発明を「シンチ

レータパネル」の発明から「撮像パネル」の発明に実質的に変更するもので
あるから、実質上特許請求の範囲を変更するものである。よって、本件訂正
は、特許法第１３４条の２第５項で準用する特許法第１２６条第４項の規定
に適合しない旨主張している（「弁駁書」の「６．６－１」参照。）から、
この点について以下検討する。
訂正事項１ないし訂正事項４による訂正後の請求項１に係る発明が「シン

チレータパネル」であることから、訂正前の請求項１に係る発明である「シ
ンチレータパネル」が訂正事項１ないし訂正事項４により「撮像パネル」の
発明に変更されたとはいえない。
また、訂正前の請求項１に係る発明である「シンチレータパネル」は、請

求項１にはその用途については限定されていないが、本件特許の明細書の段
落【０００１】に「本発明は、被写体の放射線画像を形成する際に用いられ
るシンチレータパネルに関する」と記載されていることから、被写体の放射
線画像を形成する際に用いられる用途を内在していることは明らかであり、
その用途のうち、訂正事項４により「入射された放射線のエネルギーを吸収
してその強度に応じた電磁波を発光し、該電磁波を吸収して画像信号を出力
する出力基板とともに撮像パネルを構成」する用途に限定したものといえる
から、訂正事項４は訂正事項１ないし訂正事項４による訂正後の請求項１に
係る発明を「撮像パネル」の発明に実質的に変更するものではない。
以上のことから、訂正事項１ないし訂正事項４は、請求項１に係る本件特

許発明を実質的に変更するものではなく、上記訂正事項４が不適法である旨
の請求人の主張は理由がない。

カ 訂正請求についての小括
以上検討のとおり、訂正事項１ないし訂正事項４は、いずれも本件特許の

請求項１に係る発明の発明特定事項を限定して減縮するものであるから、特
許請求の範囲の減縮を目的として、願書に添付した明細書、特許請求の範囲
又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。また、訂正請求
による訂正後の明細書は、訂正前の明細書と同一の記載であることから、訂
正事項１ないし訂正事項４が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更す
るものでないことは明らかである。
したがって、訂正事項１ないし訂正事項４による請求項１に係る訂正は、

特許法第１３４条の２第１項第１号に該当し、特許法第１３４条の２第５項
で準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合することは明らか
であり、適法な訂正である。



また、請求項２ないし請求項７は、その記載についての訂正はなく、上記
請求項１の訂正により、実質的に訂正されるものであるから、上記と同様の
理由で、請求項２ないし請求項７に係る訂正は、適法である。

（４）むすび
以上のとおりであるから、平成２３年１０月４日付け訂正請求書による訂

正を認める。

３．本件発明について
上記「２．（４）」で述べたように、訂正請求による訂正は認められたの

で、本件特許の請求項１ないし７に係る発明は、平成２３年１０月４日付け
訂正請求書に添付された特許請求の範囲に記載された、以下の請求項１ない
し７に係る発明（以下「本件発明１」ないし「本件発明７」という。）であ
る。
「【請求項１】
基板上に反射層及びヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを含
む添加剤を原材料として蒸着により形成された柱状結晶構造のシンチレータ
層を有するシンチレータパネルであって、該反射層が、該基板と該柱状結晶
構造のシンチレータ層との間に存在し、アルミナ、酸化イットリウム、酸化
ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及び
バインダー樹脂からなり、該柱状結晶構造のシンチレータ層は、該反射層の
表面に柱状結晶体を成長させて形成したものであり、該シンチレータパネル
は、入射された放射線のエネルギーを吸収してその強度に応じた電磁波を発
光し、該電磁波を吸収して画像信号を出力する出力基板とともに撮像パネル
を構成し、該出力基板は、光電変換素子を備えていることを特徴とするシン
チレータパネル。
【請求項２】
前記反射層表面がカレンダー処理により平滑化されていることを特徴とする
請求項１記載のシンチレータパネル。
【請求項３】
前記白色顔料が、平均粒径０．１～３．０μｍの白色顔料であることを特徴
とする請求項１又は２記載のシンチレータパネル。
【請求項４】
前記平均粒径０．１～３．０μｍの白色顔料が、二酸化チタンであることを
特徴とする請求項３記載のシンチレータパネル。
【請求項５】
前記基板が、厚さ５０μｍ以上５００μｍ以下の可とう性を有する高分子フ
ィルムからなることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項記載のシンチ
レータパネル。
【請求項６】
前記高分子フィルムがポリイミド（ＰＩ）またはポリエチレンナフタレート
（ＰＥＮ）フィルムであることを特徴とする請求項５記載のシンチレータパ
ネル。
【請求項７】
前記反射層の厚さが０．２～３．０μｍであることを特徴とする請求項１～
６のいずれか１項に記載のシンチレータパネル。」

４．請求人の主張
（１）請求の趣旨
請求人の請求の趣旨は、審判請求書に記載されたとおりの、

「特許第４７２５５３３号の特許請求の範囲の請求項１～７に記載された発
明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審
決を求める。」
というものである。



（２）請求の理由
請求人は、以下に要約した、第１ないし第３の理由により、本件発明１な

いし本件発明７に係る特許は無効にされるべきであると主張している。な
お、下記無効理由１における特許法第２９条第１項第３号違反は、請求人が
訂正が認められた場合にその主張を撤回する旨主張しており（陳述要領書２
の「６．６－１」参照。）、かつ上記「２．（４）」で述べたように、訂正
請求による訂正は認められたことから、無効理由として採用しない。
ア 無効理由１（特許法第２９条第２項違反）
本件発明１は、甲１発明に周知技術を適用することによって、当業者が容

易に想到し得たものである。したがって、本件発明１に係る特許は、特許法
第２９条第２項の規定に違反してされた特許であり、同法第１２３条第１項
第２号に該当するから、無効とすべきである。
また、本件発明２ないし本件発明７は、甲１発明に周知技術および本件特

許の出願前に頒布された刊行物である甲第２号証ないし甲第６号証の記載の
技術を適用することによって、当業者が容易に想到し得たものである。した
がって、本件発明２ないし本件発明７に係る特許は、特許法第２９条第２項
の規定に違反してされた特許であり、同法第１２３条第１項第２号に該当す
るから、無効とすべきである。

イ 無効理由２（特許法第２９条第２項違反）
本件発明１は、甲６発明、甲１発明及び甲７発明に基づいて、当業者が容

易に発明をすることができたものである。したがって、本件発明１に係る特
許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされた特許であり、同法第１
２３条第１項第２号に該当するから、無効とすべきである。
また、本件発明２ないし本件発明７は、甲６発明、甲１発明、甲７発明お

よび甲第２号証ないし甲第５号証に記載の発明に基づいて当業者が容易に発
明をすることができたものである。したがって、本件発明２ないし本件発明
７に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされた特許であ
り、同法第１２３条第１項第２号に該当するから、無効とすべきである。

ウ 無効理由３（特許法第２９条第２項違反）
本件発明１は、甲８発明、甲１発明及び甲７発明に基づいて、当業者が容

易に発明をすることができたものである。したがって、本件発明１に係る特
許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされた特許であり、同法第１
２３条第１項第２号に該当するから、無効とすべきである。
また、本件発明２ないし本件発明７は、甲８発明に甲１発明、甲７発明お

よび甲第２号証ないし甲第６号証に記載の発明に基づいて当業者が容易に発
明をすることができたものである。したがって、本件発明２ないし本件発明
７に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされた特許であ
り、同法第１２３条第１項第２号に該当するから、無効とすべきである。

（３）請求人が提出した証拠方法（書証） 
請求人が提出した証拠方法は、次のとおりである。
甲第１号証：特開２００１－２５５６１０号公報

（公開日平成１３年（２００１年）９月２１日）
甲第２号証：特開２００６－１９４８６０号公報

（公開日平成１８年（２００６年）７月２７日）
甲第３号証：特開２００１－５９８９８号公報

（公開日平成１３年（２００１年）３月６日）
甲第４号証：特開２００６－５２９８０号公報

（公開日平成１８年（２００６年）２月２３日）
甲第５号証：特開２００５－２８３４８３号公報

（公開日平成１７年（２００５年）１０月１３日）



甲第６号証：特開平１０－９０４９８号公報
（公開日平成１０年（１９９８年）４月１０日）

甲第７号証：特開２００１－１８３４６４号公報
（公開日平成１３年（２００１年）７月６日）

甲第８号証：特開２００３－２０７８６２号公報
（公開日平成１５年（２００３年）７月２５日）

甲第９号証：特開２００２－２４３８５９号公報
（公開日平成１４年（２００２年）８月２８日）

甲第１０号証：特開２００６－３３５８８７号公報
（公開日平成１８年（２００６年）１２月１４日）

甲第１１号証：特開２００２－３０３９４７号公報
（公開日平成１４年（２００２年）１０月１８日）

甲第１２号証：再公表特許ＷＯ２００２／０２３２２０号公報
（発行日平成１６年（２００４年）１月２２日）

甲第１３号証：特開２００４－３４０９３３号公報
（公開日平成１６年（２００４年）１２月２日）

（４）請求人の主張の詳細
ア 本件発明１に対する無効理由の詳細
（ア）無効理由１の詳細（特許法第２９条第２項違反）
本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第１号証の段落【００２

８】，【００３２】－【００３５】，【００４９】，【００５１】，【００
５３】，【００８４】－【００８５】及び【００８７】－【００８８】の記
載からして、甲第１号証には、
「支持体上に拡散反射層及びＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜からなる蒸着膜であ
る放射線吸収性蛍光体層を有する蛍光スクリーンであって、
該拡散反射層が二酸化チタン、酸化イットリウム、酸化ジルコニウム、酸

化アルミニウム（アルミナ）からなる光反射性物質及び結合剤からなる蛍光
スクリーン」（以下「甲第１号証発明」という。）が記載されているといえ
る。

本件発明１と甲第１号証発明とを対比すると、本件発明１と甲第１号証発
明とは、
「基板上に反射層及びヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを
含む添加剤を原材料として蒸着により形成された柱状結晶構造のシンチレー
タ層を有するシンチレータパネルであって、該反射層が、該基板と該柱状結
晶構造のシンチレータ層との間に存在し、アルミナ、酸化イットリウム、酸
化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及
びバインダー樹脂からなるシンチレータパネル。」
の点で一致し、以下の各点で相違する。
＜相違点Ａ＞
本件発明１は、「該シンチレータパネルは、入射された放射線のエネルギ

ーを吸収してその強度に応じた電磁波を発光し、該電磁波を吸収して画像信
号を出力する」「光電変換素子を備えている」「出力基板とともに撮像パネ
ルを構成」するという、ＦＰＤシステムに用いられるシンチレータパネルで
あるのに対し、甲第１号証発明は、被験者を透過したＸ線を輝尽性蛍光体か
らなるイメージングプレートで受光し潜像を蓄え、後に読み取り装置でレー
ザー光を横方向にスキャンしながら照射して輝尽性発光を励起して輝尽性発
光を電気信号に変換し、さらにアナログ－デジタル変換器でデジタル信号に
変換するというＣＲシステムに用いられるシンチレータパネルである点。

＜相違点Ｂ＞
本件発明１は、「柱状結晶構造のシンチレータ層は、」「該基板と該柱状

結晶構造のシンチレータ層との間に存在し、アルミナ、酸化イットリウム、



酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料
及びバインダー樹脂からな」る「反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形
成したものであ」るのに対し、甲第１号証発明は、上記発明特定事項を備え
ていない点。

しかしながら、相違点Ａは、本件発明１のシンチレータパネルと甲第１号
証発明の蛍光スクリーンとは、技術分野が関連することは勿論、放射線画像
を取得するために、放射線を吸収して光を発する（瞬時発光する）という点
で、作用、機能が共通し、また、本件発明１のシンチレータパネルと甲第１
号証発明の蛍光スクリーンとは、発光取り出し効率（感度）及び鮮鋭性の向
上が求められる点で、課題が共通し（例えば、甲第１号証の段落【００８
４】～【００８８】を参照。）、さらに、ＣＲシステムに用いられる蓄積性
蛍光体シート自体についても鮮鋭性を高めるための構成が当然に検討されて
おり（甲第１１号証の段落【００２０】，【００４４】を参照。）、そして
シンチレータパネルの分野においては、他のシステムの蛍光スクリーン等を
ＦＰＤシステムのシンチレータパネルとして用いることが一般的に行われて
おり（本件特許の明細書の段落【００１１】参照。）、かつＦＰＤシステム
とＣＲシステムとは、技術分野が密接に関連しており、両システム間におい
ては、技術の転用等が行われている（甲第１２号証の第７頁第４行～第８頁
第４８行、第８頁第４９行～第９頁第１８行、第９頁第１行～第４行及び甲
第１３号証の段落【０００１】，【００１０】，【００７３】を参照。）こ
とから、甲第１号証発明の蛍光スクリーンをＦＰＤシステムに用いることに
より、当業者が容易に導き出し得た事項に過ぎない。
また、相違点Ｂは、甲第１号証に、ＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜からなる蒸

着膜である放射線吸収性蛍光体層、及び、二酸化チタン、酸化イットリウ
ム、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウムからなる光反射性物質と結合剤と
を含有する拡散反射層が記載されていることから、シンチレータ層と反射層
との構成において相違せず、また、ＴｉドープのＣｓＩからなるシンチレー
タ層を反射層の表面に蒸着法によって成長させることは周知技術であり（甲
第７号証の段落【００１３】を参照。）、本件発明１における特定のシンチ
レータ層と特定の反射層との組合せは、何ら特有のものではないから、甲第
１号証発明及び周知技術（甲第７号証）に基づいて当業者が容易に導き出し
得た事項に過ぎない。

（イ）無効理由２の詳細（特許法第２９条第２項違反）
本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第６号証の【請求項１】及

び段落【００３７】－【００３８】の記載からして、甲第６号証には、
「支持体上に光反射層及びＣｓＩ：Ｔｌを含む蛍光体層を有する放射線増感
スクリーンであって、光反射層が樹脂中に多数の空隙を形成したものである
放射線増感スクリーン」（以下「甲第６号証発明」という。）が記載されて
いるといえる。

本件発明１と甲第６号証発明とを対比すると、両者は、
「基板上に反射層及びヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを
含む添加剤を原材料として形成されたシンチレータ層を有するシンチレータ
パネル」
である点で一致し、以下の各点で相違する。
＜相違点Ｃ＞
本件発明１においては、反射層が「アルミナ、酸化イットリウム、酸化ジ

ルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバ
インダー樹脂からなる」のに対し、甲第６号証発明では、反射層が樹脂中に
多数の空隙を形成したものである点。

＜相違点Ｄ＞



本件発明１は、「該シンチレータパネルは、入射された放射線のエネルギ
ーを吸収してその強度に応じた電磁波を発光し、該電磁波を吸収して画像信
号を出力する」「光電変換素子を備えている」「出力基板とともに撮像パネ
ルを構成」するという、ＦＰＤシステムに用いられるシンチレータパネルで
あるのに対し、甲第６号証発明は、増感紙－フィルムシステムに使用される
放射線増感スクリーンである点。

＜相違点Ｅ＞
本件発明１において、シンチレータ層は、「ヨウ化セシウムと少なくとも

１種類以上のタリウムを含む添加剤を原材料として蒸着により形成された柱
状結晶構造」のシンチレータ層であり、「アルミナ、酸化イットリウム、酸
化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及
びバインダー樹脂からな」る「反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形成
した」シンチレータ層であるのに対して、甲第６号証発明において、「沃化
物系蛍光体であるＣｓＩ：Ｔｌからなる蛍光体層」は、上記発明特定事項を
備えていない点。

しかしながら、相違点Ｃは、甲第１号証に、本件発明１の反射層と同一の
特定事項を備える拡散反射層が記載されており（上記「４．（４）ア
（ア）」参照。）、甲第６号証発明の放射線増感スクリーンは増感紙－フィ
ルムシステムに用いられるものであり、甲第１号証発明の蛍光スクリーンは
ＣＲシステムに用いられるものであるものの、甲第６号証発明の反射層と甲
第１号証発明の拡散反射層とは、蛍光体層で発せられた光を密着対象（すな
わち、フィルムや放射線像変換パネル）側に反射するという点で、作用、機
能が共通するから、甲第６号証発明において、樹脂中に多数の空隙を形成し
た光反射層に代えて、甲第１号証記載の拡散反射層を適用する動機づけは存
在し、かつ、甲第６号証には、樹脂中に多数の空隙を形成した光反射層と蛍
光体層との間に、樹脂中に白色顔料を分散含有した光散乱層を設けてもよ
い、と記載されている（甲第６号証の請求項２及び段落【００２９】～【０
０３６】参照。）ことから、甲第６号証発明において、反射層として白色顔
料を使用することは、阻害されているとはいえず、甲第６号証発明におい
て、樹脂中に多数の空隙を形成した光反射層に代えて、甲第１号証記載の拡
散反射層を適用することにより、当業者が容易に導き出し得た事項に過ぎな
い。
また、相違点Ｄは、ＦＰＤシステムと増感紙－フィルムシステムとは、技

術分野が密接に関連しており、両システム間において、技術の転用等が行わ
れていることは、明らかであり（本件特許の明細書の段落【００１１】参
照。）、また、本件発明１のシンチレータパネルと甲第６号証発明の放射線
増感スクリーンとは、放射線画像を取得するために、放射線を吸収して光を
発する（瞬時発光する）という点で、作用、機能が共通し、さらに、本件発
明１のシンチレータパネルと甲第６号証発明の放射線増感スクリーンとは、
発光取り出し効率（発光強度）及び鮮鋭性（鮮鋭度）の向上が求められる点
で、課題が共通する（甲第６号証の段落【００２０】を参照。）ことから、
甲第６号証発明の放射線増感スクリーンをＦＰＤシステムに用いることによ
り、当業者が容易に導き出し得た事項に過ぎない。
さらに、相違点Ｅは、甲第１号証に、「ＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜からな

る蒸着膜である放射線吸収性蛍光体層」が、甲第７号証に「蒸着法によって
成長させたＴｌドープのＣｓＩが用いられたシンチレータ」がそれぞれ記載
されており（上記「４．（４）ア（ア）」参照。）、甲第６号証発明の放射
線増感スクリーンは増感紙－フィルムシステムに用いられるものであり、甲
第１号証記載の蛍光スクリーンはＣＲシステムに用いられるものであるもの
の、放射線画像を取得するために、放射線を吸収して光を発する（瞬時発光
する）という点で、作用、機能が共通し、また、甲第６号証発明の放射線増
感スクリーンは増感紙－フィルムシステムに用いられるものであり、甲第７



号証記載の蛍光スクリーンはＦＰＤシステムに用いられるものであるもの
の、放射線画像を取得するために、放射線を吸収して光を発する（瞬時発光
する）という点で、作用、機能が共通し、かつ本件発明１における特定のシ
ンチレータ層と特定の反射層との組合せは、何ら特有のものではないことか
ら、甲第６号証発明において、蛍光体層として、甲第１号証記載の放射線吸
収性蛍光体層又は甲第７号証記載のシンチレータを適用することにより、当
業者が容易に導き出し得た事項に過ぎない。

（ウ）無効理由３の詳細（特許法第２９条第２項違反）
本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第８号証の段落【００６

２】－【００６３】，【００９４】－【０１１７】，【０１２１】，【０１
７１】の記載からして、甲第８号証には、
「支持体上に反射層及び気相成長にて形成された輝尽性蛍光体層を有する放
射線画像変換パネルであって、
該反射層が酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウムからなる白

色顔料を樹脂中に分散含有させたものである放射線画像変換パネル」（以下
「甲第８号証発明」という。）が記載されているといえる。
本件発明１と甲第８号証発明とを対比すると、両者は、

「基板上に反射層及び蒸着により形成された蛍光体層を有する放射線像変換
パネルであって、該反射層がアルミナ、酸化ジルコニウムおよび酸化チタン
から選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からなることを
特徴とする放射線画像変換パネル」
である点で一致し、以下の各点で相違する。
＜相違点Ｆ＞
本件発明１のシンチレータ層は、「ヨウ化セシウムと少なくとも１種類以

上のタリウムを含む添加剤を原材料として」蒸着により「形成された柱状結
晶構造」のシンチレータ層であり、「アルミナ、酸化イットリウム、酸化ジ
ルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバ
インダー樹脂からな」る「反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形成し
た」シンチレータ層であるのに対し、甲第８号証発明の蒸着により形成され
た蛍光体層は、上記発明特定事項を備えていない点。

＜相違点Ｇ＞
本件発明１は、「該シンチレータパネルは、入射された放射線のエネルギ

ーを吸収してその強度に応じた電磁波を発光し、該電磁波を吸収して画像信
号を出力する」「光電変換素子を備えている」「出力基板とともに撮像パネ
ルを構成」するという、ＦＰＤシステムシステムに用いられるシンチレータ
パネルであるのに対し、甲第８号証発明は、被験者を透過したＸ線を輝尽性
蛍光体からなるイメージングプレートで受光し潜像を蓄え、後に読み取り装
置でレーザー光を横方向にスキャンしながら照射して輝尽性発光を励起して
輝尽性発光を電気信号に変換し、さらにアナログ－デジタル変換器でデジタ
ル信号に変換するというＣＲシステムに用いられる放射線画像変換パネルで
ある点。

しかしながら、相違点Ｆは、上記「４．（４）ア（ア）」で述べたよう
に、ＦＰＤシステムとＣＲシステムとは、技術分野が密接に関連しており、
両システム間においては、技術の転用等が行われており、かつＦＰＤシステ
ムに用いる場合にはＣｓＩ：Ｔｌ等の瞬時発光性の蛍光体層を形成し、ＣＲ
システムに用いる場合にはＣｓＢｒ：Ｅｕ等の輝尽性の蛍光体層を形成する
ことは、適宜行われることであり、かつ甲第１号証に、ＣｓＩ：Ｔｌの針状
結晶膜からなる蒸着膜である放射線吸収性蛍光体層、及び、二酸化チタン、
酸化イットリウム、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウムからなる光反射性
物質と結合剤とを含有する拡散反射層が記載されており、甲第７号証に「蒸
着法によって成長させたＴｌドープのＣｓＩが用いられたシンチレータ」が



記載されており、かつ本件発明１における特定のシンチレータ層と特定の反
射層との組合せは、何ら特有のものではないことから、甲第８号証発明にお
いて、反射層として、甲第１号証記載の拡散反射層を用い、輝尽性蛍光体層
に代えて、甲第１号証記載の放射線吸収性蛍光体層又は甲第７号証記載のシ
ンチレータを適用することにより、当業者が容易に導き出し得た事項に過ぎ
ない。
また、相違点Ｇは、上記「４．（４）ア（ア）」で述べたように、ＦＰＤ

システムとＣＲシステムとは、技術分野が密接に関連しており、両システム
間においては、技術の転用等が行われているから、甲第８号証発明の放射線
像変換パネルにおいて、輝尽性蛍光体層に代えて瞬時発光性蛍光体層（甲第
１号証記載の放射線吸収性蛍光体層や甲第７号証記載のシンチレータ）を適
用し、これをＦＰＤシステムに用いることにより、当業者が容易に導き出し
得た事項に過ぎない。

ウ 本件発明２ないし本件発明７に対する無効理由１ないし無効理由３の
詳細
（ア）本件発明２に対する無効理由１ないし無効理由３の詳細
甲第２号証には、「蒸着により蛍光体層を形成するための基板表面を平滑

化すること」が周知の課題として記載されており、甲第３号証には、「カレ
ンダーロールにより平滑化処理を行うこと」が平滑化のための周知の手段と
して記載されており、甲第４号証には、ＦＰＤシステムにおいて、反射層の
表面を平滑化することが記載されており、かつＦＰＤシステムとＣＲシステ
ムとは、技術分野が密接に関連していることから、反射層表面に蒸着により
シンチレータ層を形成しようとした場合に、反射層表面をカレンダー処理に
より平滑化することは、当業者が容易に導き出し得た事項に過ぎない。

（イ）本件発明３ないし本件発明４に対する無効理由１ないし無効理由３
の詳細
ＦＰＤシステムに関する技術が記載された甲第４号証には、蛍光体層に対

して光検出器の反対側に位置し、蛍光体層で発せられた光を光検出器側に反
射する「蛍光体保護層」及び「蛍光体保護層となるホットメルト樹脂に光反
射性微粒子として混合された平均粒径０．２μｍの酸化チタン微粒子」が記
載されており、同甲第５号証には、シンチレータ層に対して光電変換素子の
反対側に位置し、シンチレータ層で発せられた光を光電変換素子側に反射す
る「保護膜」及び「ヨウ化セシウム：タリウム膜であるシンチレータ層の上
部に形成された保護膜に光反射材粒子として含有された平均粒径１μｍの二
酸化チタン粒子」が記載されている。
一方、本件発明３ないし本件発明４の反射層は、基板とシンチレータ層と

の間に存在するものではあるが、ＦＰＤシステムに使用される際には、シン
チレータ層に対して出力基板（平面受光素子面）の反対側に位置し、シンチ
レータ層で発せられた光を出力基板側に反射するものであることから、本件
発明３ないし本件発明４の反射層と甲第４号証記載の蛍光体保護層及び甲第
５号証記載の保護膜とは、シンチレータ層で発せられた光を出力基板側に反
射するという点で、作用、機能が共通する。
よって、甲第４号証及び甲第５号証の上記記載をもとに、白色顔料を平均

粒径０．１～３．０μｍの白色顔料とすること、及び平均粒径０．１～３．
０μｍの白色顔料を二酸化チタンとすることは、当業者が容易に導き出し得
た事項に過ぎない。

（ウ）本件発明５ないし本件発明６に対する無効理由１ないし無効理由３
の詳細
甲第１号証には、「ポリエチレンナフタレート、ポリイミド樹脂といった

樹脂材料からなる厚みが５０μｍ乃至１ｍｍのシートあるいはフィルムであ
る支持体」が記載されており、また、甲第６号証には、「ポリエチレンナフ



タレートフィルム、ポリイミドフィルムといったプラスチックフィルムから
なる可撓性のあるシートを含み、厚さ２５０μｍとなるように形成された支
持体、及び厚さ２００μｍのカーボンブラック含有黒色ペットを含む支持
体」が記載されており、かつ、甲第１号証記載の蛍光スクリーンは、受光面
を有する放射線像変換パネルと密着した状態で重ね合わされるものであり、
甲第６号証記載の放射線増感スクリーンは、受光面を有するフィルムと密着
した状態で重ね合わされるものであるから、本件発明５ないし本件発明６の
基板と甲第１号証記載の支持体（フィルム）及び甲第６号証記載の支持体
（シート）とは、密着対象の受光面に合った形状に変形するという点で、作
用、機能が共通している。
そして、ＦＰＤシステムとＣＲシステムとは、技術分野が密接に関連して

おり、両システム間においては、技術の転用等が行われており、同様に、Ｆ
ＰＤシステムと増感紙－フィルムシステムとは、技術分野が密接に関連して
おり、両システム間において、技術の転用等が行われていることから、甲第
１号証及び甲第６号証の上記記載をもとに、基板を厚さ５０μｍ以上５００
μｍ以下の可とう性を有する高分子フィルムとすること、及び高分子フィル
ムをポリイミド（ＰＩ）またはポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィル
ムとすることは、当業者が容易に導き出し得た事項に過ぎない。

（エ）本件発明７に対する無効理由１ないし無効理由３の詳細
甲第１号証には、二酸化チタン、酸化イットリウム、酸化ジルコニウム、

酸化アルミニウムからなる光反射性物質と結合剤とを含有する拡散反射層が
記載され、かつ「拡散反射層は、感度及び鮮鋭度の点から、できるだけ薄い
層厚で高い光反射率を達成することが望ましい」ことも記載されていること
から、反射層の厚さを０．２～３．０μｍとすることは、一定の課題を解決
するための数値範囲の最適化又は好適化に過ぎない。
また、甲第４号証には、「蛍光体保護層を介して蛍光体層に積層された厚

さ０．２μｍ程度のアルミニウム金属薄膜による反射層」が記載され、かつ
甲第４号証はＦＰＤシステムに関する技術が記載されたものであり、その反
射層は、アルミニウム金属薄膜であるものの、蛍光体層で発せられた光を光
検出器側に反射するという点で、本件発明７の反射層と作用、機能が共通す
る。
よって、甲第４号証の上記記載をもとに、反射層の厚さを０．２～３．０

μｍとすることは、当業者が容易に導き出し得た事項に過ぎない。

ウ 本件発明１ないし本件発明７に対する無効理由１ないし無効理由３の
まとめ
以上述べたとおり、本件発明１ないし本件発明７は、甲第１号証発明に甲

第２号証～甲第７号証に記載された発明を適用することによって、出願前に
当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同法同条第２項の
規定により特許を受けることができないものであり、その特許は、同法第１
２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものである（無効理由１）。
また、本件発明１ないし本件発明７は、甲第６号証発明に甲第１号証～甲

第５号証、甲第７号証に記載された発明を適用することによって、出願前に
当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第
２項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は、同
法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものである（無効理由
２）。
そして、本件発明１ないし本件発明７は、甲第８号証発明に甲第１号証～

甲第７号証に記載された発明を適用することによって、出願前に当業者が容
易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定
により特許を受けることができないものであり、その特許は、同法第１２３
条第１項第２号に該当し、無効とすべきものである（無効理由３）。



エ 被請求人の本件発明１ないし本件発明７の作用効果についての主張
（後述）に対しての反論
（ア）本件発明１について

ａ．蒸着結晶の膜付に関しては、本件特許の明細書の段落【００３５】
に「バインダーとしては、ガラス転位温度（Ｔｇ）が３０～１００℃のポリ
マーであることが、蒸着結晶と基板との膜付の点で好ましく、特にポリエス
テル樹脂であることが好ましい」と記載され、同明細書の段落【００３８】
に「通常、蒸着によるシンチレータを形成するにあたっては、基板温度は１
５０℃～２５０℃で実施されるが、反射層にガラス転位温度が３０～１０
０℃を含有しておくことで、光反射層が接着層としても有効に機能するよう
になる」と記載されているだけであって、「柱状結晶の根元部での乱れがな
くなり、シンチレータ層の柱状結晶がきれいに成長するため、シンチレータ
層表面の凹凸が良好となり、平面受光素子との密着性が向上する」ことに関
しては、本件特許の明細書に何ら記載されていない。
むしろ、同明細書の段落【００２７】には「本発明者らは、上記課題を達

成するために鋭意検討を加えた結果、上記特徴的技術手段により、反射層を
白色顔料及びバインダー樹脂で形成することで、高い発光取り出し効率を殆
ど減じることなく、鮮鋭性が飛躍的に向上することを見出した」と記載さ
れ、鮮鋭性の評価結果である同明細書の段落【０１１６】の【表１】には、
比較例として（同明細書の段落【０１０７】も参照。）、反射層を白色顔料
及びバインダー樹脂で形成しないものが用いられていることから、本件発明
１は、反射層を白色顔料及びバインダー樹脂で形成することにより、高い発
光取り出し効率を殆ど減じることなく、鮮鋭性を飛躍的に向上させる発明で
あるといえる。
よって、被請求人の主張は、本件特許の明細書の記載に基づくものではな

く、失当である。
ｂ．また、本件特許の明細書の段落【００３５】，【００３８】の記載

から、反射層が接着層として有効に機能するのは、バインダーとしてガラス
転位温度（Ｔｇ）が３０～１００℃のポリマーを反射層が含有し、且つ基板
温度が１５０℃～２５０℃で蒸着によるシンチレータ層の形成が実施される
場合であるところ、本件発明１においては、それらについて何ら特定されて
いない。
よって、被請求人の主張は、本件特許の特許請求の範囲の記載に基づくも

のではなく、失当である。
ｃ．さらに、本件発明１において、仮に反射層が接着層として有効に機

能したとしても、次の理由により、シンチレータ層表面の凹凸が良好とな
り、平面受光素子との密着性が向上する、とはいえない。
すなわち、柱状結晶構造のシンチレータ層を蒸着により形成する場合に

は、反射層が接着層として有効に機能するか如何に拘わらず、蒸着時のスプ
ラッシュによって柱状結晶が異常成長し、シンチレータ層の表面に凹凸が生
じ得るからである（例えば、甲第４号証の段落【００１０】、甲第９号証の
段落【００４９】、甲第１０号証の段落【００１４】，【００１５】を参
照。）。
よって、被請求人の主張は、技術的な根拠がないものである。

（イ）本件発明２について
甲第１２号証には、ガラス基板上に光反射膜として誘電体多層膜ミラーを

形成し、その誘電体多層膜ミラー上に蛍光体層を形成するに際し、ＦＰＤシ
ステムに用いる場合にはＣｓＩ：Ｔｌ等の瞬時発光性の蛍光体層を形成し
（甲第１２号証の第７頁第４行～第８頁第４８行を参照）、ＣＲシステムに
用いる場合にはＣｓＢｒ：Ｅｕ等の輝尽性の蛍光体層を形成する（甲第１２
号証の第８頁第４９行～第９頁第１８行を参照）ことが記載されている。さ
らに、甲第１２号証には、ＦＰＤシステムに用いる場合とＣＲシステムに用
いる場合とで、誘電体多層膜ミラーの構成を適宜変更し得ることが記載され



ている（甲第１２号証の第９頁第１行～第４行を参照）。
また、甲第１３号証には、可撓性支持体上に蛍光体層を蒸着するに際し、

ＣＲシステムに用いる場合にはＣｓＢｒ：Ｅｕ等の輝尽性の蛍光体層を形成
し、ＤＲ（ＦＰＤ）システムに用いる場合にはＣｓＩ：Ｔｌ等の瞬時発光性
の蛍光体層を形成することが記載されている（甲第１３号証の段落【０００
１】，【００１０】及び【００７３】を参照。）。
このように、ＦＰＤシステムとＣＲシステムとは、技術分野が密接に関連

しており、両システム間においては、技術の転用等が行われている。
よって、被請求人の主張は、根拠がないものであり、失当である。

（ウ）本件発明３ないし本件発明４について
本件発明３ないし本件発明４においては、反射層の厚みについて何ら特定

されていないから、反射層の厚みが異なる試料も比較対象とすべきである。
そうすると、Ｎｏ．６，Ｎｏ．７及びＮｏ．１０～１２の試料は、白色顔料
の粒径が０．１～３．０μｍの範囲にあるものの、ＭＴＦにおいてＮｏ．２
及びＮｏ．５の試料よりも劣っている。
よって、被請求人の主張は、根拠がないものであり、失当である。

（エ）本件発明５ないし本件発明６について
本件発明５ないし本件発明６に含まれるＮｏ．１２（基板：ポリイミドフ

ィルム／反射層：白色顔料＋バインダー樹脂）の試料は、ＭＴＦにおいてＮ
ｏ．１１の試料よりも劣っている。
よって、被請求人の主張は、根拠がないものであり、失当である。

（オ）本件発明７について
本件発明７においては、白色顔料の粒径について請求項４で特定される以

外に何ら特定されていないから、白色顔料の粒径が異なる試料も比較対象と
すべきである。そうすると、Ｎｏ．１１及びＮｏ．１２の試料は、反射層の
厚みが０．２～３．０μｍの範囲にあるものの、ＭＴＦにおいてＮｏ．７及
びＮｏ１０の試料よりも劣っている。
よって、被請求人の主張は、根拠がないものであり、失当である。

５．被請求人の主張
（１）無効理由１ないし無効理由３について
本件発明１は、甲第１号証に記載の発明及び周知技術に基づいて、当業者

が容易に想到し得た発明には該当しない。また、本件発明１は、甲第６号証
に記載の発明、甲第１号証及び甲第７号証に基づいて、当業者が容易に想到
し得た発明には該当しない。そして、本件発明１は、当業者が甲第８号証、
甲第１号証及び甲第７号証に基づいて、容易に想到し得た発明には該当しな
い。さらに、本件発明１を引用する本件発明２ないし７についても、上記と
同様に当業者が容易に想到し得た発明には該当しない。
以上のことから、請求人が主張する無効理由１ないし無効理由３は理由が

ない。

（２）被請求人が提出した証拠方法（書証）
被請求人が提出した証拠方法は、次のとおりである。
乙第１号証：市川勝弘、石田隆行 編、

「標準 ディジタルＸ線画像計測」、株式会社オーム社、
平成２２年（２０１０年）１０月１０日発行、
p25-26,p36,p39,p41-42

乙第２号証：特開昭６３－３１３１００号公報
（公開日昭和６３年（１９８８年）１２月２１日）

乙第３号証：青柳泰司、他３名著、「新版 放射線機器学（Ｉ）
－診断画像機器－」、株式会社コロナ社、



平成２２年（２０１０年）１１月３０日発行、
P177,p180,p183-184

乙第４号証：特開２００５－１４８０６０号公報
（公開日平成１７年（２００５年）６月９日）

乙第５号証：２０１２年１月１３日付けの、コニカミノルタ
エムジー株式会社庄子武彦署名捺印の報告書（全１枚）

乙第６号証：特開２０００－１８０５９７号公報
（公開日平成１２年（２０００年）６月３０日）

乙第７号証：特開平６－３６７１４号公報
（公開日平成６年（１９９４年）２月１０日）

乙第８号証：特開２００４－１１７３４７号公報
（公開日平成１６年（２００４年）４月１５日）

乙第９号証：東洋紡績株式会社「バイロン」カタログ（全８枚）
乙第１０号証：特開平１０－２８３９２５号公報

（公開日平成１０年（１９９８年）１０月２３日）
乙第１１号証：特開２００８－１３９１５６号公報

（公開日平成２０年（２００８年）６月１９日）
乙第１２号証：特公昭５９－２３４００号公報

（公告日昭和５９年（１９８４年）６月１日）
乙第１３号証：特開２００２－３５７６９８号公報

（公開日平成１４年（２００２年）１２月１３日）
乙第１４号証：特開２００２－１３１４９３号公報

（公開日平成１４年（２００２年）５月９日）
乙第１５号証－１：特願２０１０－２２５８５１の審査における

平成２３年３月３１日起案日の拒絶理由通知書
（全２枚）

乙第１５号証－２：特願２０１０－２２５８５１の審査における
平成２３年５月３１日付けの意見書
（全４枚）

乙第１６号証：特許第３２７６６１４号公報
（発行日平成１４年（２００２年）４月２２日）

（３）被請求人の主張の詳細
ア 無効理由１について
甲第１号証発明の蛍光スクリーンはＣＲシステムに使用されるものであ

り、該蛍光スクリーンをＦＰＤシステムに使用することは甲第１号証～甲第
１３号証に基づいて当業者が容易に想到し得たものではなく、かつアルミ
ナ、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少
なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からなる反射層の表面に柱状結
晶体を成長させてシンチレータ層を形成することについても、甲第１号証～
甲第１３号証に基づいて当業者が容易に想到し得たものではない。

イ 無効理由２について
甲第６号証発明の光反射層に代えて甲第１号証記載の白色顔料とバインダ

ー樹脂からなる反射層を使用する動機付けはなく、かつ甲第６号証発明の放
射線増感スクリーンは増感紙－フィルムシステムに使用されるものであり、
該蛍光スクリーンをＦＰＤシステムに使用することは甲第１号証～甲第１３
号証に基づいて当業者が容易に想到し得たものではなく、かつアルミナ、酸
化イットリウム、酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくと
も一種の白色顔料及びバインダー樹脂からなる反射層の表面に柱状結晶体を
成長させてシンチレータ層を形成することについても、甲第１号証～甲第１
３号証に基づいて当業者が容易に想到し得たものではない。

ウ 無効理由３について



甲第８号証発明の放射線画像変換パネルはＣＲシステムに使用されるもの
であり、該蛍光スクリーンをＦＰＤシステムに使用することは甲第１号証～
甲第１３号証に基づいて当業者が容易に想到し得たものではなく、かつアル
ミナ、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる
少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からなる反射層の表面に柱状
結晶体を成長させてシンチレータ層を形成することについても、甲第１号証
～甲第１３号証に基づいて当業者が容易に想到し得たものではない。

エ 本件発明１ないし本件発明７の作用効果について
（ア）本件発明１について
白色顔料とバインダー樹脂からなる反射層の表面に柱状結晶構造のシンチ

レータ層を成長させて形成することにより、基板に凹凸や欠陥があっても、
白色顔料とバインダー樹脂からなる反射層によりこれを覆い隠すことができ
るので、基板の表面粗さのばらつきの影響を無効化して平滑性（表面性）が
良好な表面を容易に得ることができる。これにより、柱状結晶構造の異常成
長を防止し、根元から結晶をきれいに成長させることができる。
さらに、蒸着時に反射層中のバインダー樹脂が軟化することで、蒸着結晶

の種晶が非常に根付き易くなるため、柱状結晶の根元部での乱れがなくな
り、シンチレータ層の柱状結晶がきれいに成長する。
かかる本件発明１の特徴的構成及びこれにより奏される優れた効果は、従

来技術から当業者が容易に想到し得るものではない。

（イ）本件発明２について
甲第２号証及び甲第３号証はＣＲシステムに関する技術が記載されたもの

であるから、当業者がこれらに接しても、ＦＰＤシステムにおいて反射層表
面をカレンダー処理により平滑化することに容易に想到し得ないものであ
る。

（ウ）本件発明３ないし本件発明４について
本件特許の明細書の実施例（段落【０１１６】の【表１】参照。）では、

Ｎｏ．２（白色顔料の径が０．０８μｍ）及びＮｏ．５（白色顔料の径が
３．５μｍ）の試料に比べて、白色顔料の粒径が０．１～３．０μｍの範囲
にあり、反射層の厚みが同じであるＮｏ．１，Ｎｏ．３及びＮｏ．４の試料
がＭＴＦにおいて優れており、このような有利な効果は、甲第１号証、甲第
４号証及び甲第５号証から当業者が予期し得ないものである。

（エ）本件発明５ないし本件発明６について
本件特許の明細書の実施例では、Ｎｏ．１１（基板：アルミ板／反射層：

白色顔料＋バインダー樹脂）及びＮｏ．１３（基板：ポリイミドフィルム／
反射層：Ａｌスパッタ）の試料に比べて、本件訂正発明５及び６に含まれる
Ｎｏ．１（基板：ポリイミドフィルム／反射層：白色顔料＋バインダー樹
脂）の試料がＭＴＦにおいて優れており、このような有利な効果は、甲第１
号証及び甲第６号証から当業者が予期し得ないものである。

（オ）本件発明７について
本件特許の明細書の実施例では、同一の粒径（０．２μｍ）の白色顔料を

用いた場合に、反射層の厚みが０．２～３．０μｍの範囲にあるＮｏ．１
（１．０μｍ）、Ｎｏ．８（０．２μｍ）及びＮｏ．９（３．０μｍ）の試
料は、反射層の厚みが当該範囲外であるＮｏ．７（０．１μｍ）及びＮｏ．
１０（３．５μｍ）の試料に比べてＭＴＦにおいて優れており、このような
有利な効果は、甲第１号証及び甲第４号証から当業者が予期し得ないもので
ある。

６．当審の判断



（１）本件発明１に対する無効理由１について（特許法第２９条第２項違
反）
ア 甲第１号証記載の発明の認定
本件特許の出願前に公知である甲第１号証には、図面とともに、以下の技

術事項が記載されている。
ａ．「【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、蓄積性蛍光体を利用する放射線画像形
成方法、およびその方法に有利に用いられる放射線画像形成材料に関するも
のである。」

ｂ．「【００２７】上記の本発明の放射線画像形成材料の構成の例を添
付図面を参照しながら説明する。図１～５はそれぞれ、本発明の放射線画像
形成材料の構成の代表的な例を示す概略断面図である。矢印はＸ線等の放射
線の照射方向である。」

ｃ．「【００３２】図２において、放射線画像形成材料２０は、フロン
ト側の蛍光スクリーン２０ｂ、バック側の蛍光スクリーン２０ｃ、及びその
間のセンターの放射線像変換パネル２０ａからなる。フロント側スクリーン
２０ｂは順に、支持体２１ｂ、放射線吸収性蛍光体層２２ｂ、および保護層
２４ｂから構成されている。バック側スクリーン２０ｃは順に、支持体２１
ｃ、放射線吸収性蛍光体層２２ｃ、および保護層２４ｃから構成されてい
る。センターパネル２０ａは順に、保護層２４ａ、蓄積性蛍光体層２３、お
よび保護層２４’ａから構成されている。」

ｄ．「【００４７】［放射線画像形成材料の製造法］
（放射線像変換パネル）次に、本発明の放射線画像形成材料の製造方法を、
図１に示した放射線画像形成材料の放射線像変換パネル１０ａを例にとっ
て、蓄積性蛍光体層および放射線吸収性蛍光体層がそれぞれ、蛍光体粒子と
これを分散状態で含有支持する結合剤とからなる場合について説明する。各
蛍光体層は、たとえば次のような公知の方法により支持体上に順に形成する
ことができる。
【００４８】（支持体）支持体は通常、柔軟な樹脂材料からなる厚みが５０
μｍ乃至１ｍｍのシートあるいはフィルムである。支持体は透明であっても
よく、あるいは支持体に、励起光（一次、二次）もしくは輝尽発光光を反射
させるための光反射性材料（例、アルミナ粒子、二酸化チタン粒子、硫酸バ
リウム粒子）を充填してもよく、あるいは空隙を設けてもよい。または、支
持体に励起光もしくは輝尽発光光を吸収させるため光吸収性材料（例、カー
ボンブラック）を充填してもよい。支持体の形成に用いることのできる樹脂
材料の例としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレー
ト、アラミド樹脂、ポリイミド樹脂などの各種樹脂材料を挙げることができ
る。必要に応じて、支持体は金属シート、セラミックシート、ガラスシー
ト、石英シートなどであってもよい。
【００４９】（放射線吸収性蛍光体層）まず、上記の放射線吸収蛍光体粒子
と結合剤とを溶剤に加え、これを十分に混合して、結合剤溶液中に放射線吸
収蛍光体粒子が均一に分散した塗布液を調製する。蛍光体粒子を分散支持す
る結合剤については様々な種類の樹脂材料が知られており、本発明の放射線
像変換パネルの製造においても、それらの公知の結合剤樹脂を中心とした任
意の樹脂材料から適宜選択して用いることができる。塗布液における結合剤
と蛍光体との混合比は、目的とする放射線像変換パネルの特性、蛍光体の種
類などによって異なるが、一般には結合剤と蛍光体との混合比率（結合体／
蛍光体）は、１乃至０．０１（重量比）の範囲から選ばれる。なお、塗布液
にはさらに、塗布液中における蛍光体の分散性を向上させるための分散剤、
形成後の蛍光体層中における結合剤と蛍光体との間の結合力を向上させるた
めの可塑剤、蛍光体層の変色を防止するための黄変防止剤、硬化剤、架橋剤



など各種の添加剤が混合されていてもよい。
【００５０】このようにして調製された塗布液を次に、支持体の表面に均一
に塗布することにより塗膜を形成する。塗布操作は、通常の塗布手段、たと
えばドクターブレード、ロールコータ、ナイフコータなどを用いる方法によ
り行うことができる。この塗膜を乾燥して、支持体上への放射線吸収性蛍光
体層の形成を完了する。なお、蛍光体層は、必ずしも上記のように支持体上
に塗布液を直接塗布して形成する必要はなく、例えば、別にガラス板、金属
板、プラスチックシートなどの仮支持体上に塗布液を塗布し乾燥することに
より蛍光体層を形成した後、これを支持体上に押圧するか、あるいは接着剤
を用いるなどして支持体上に蛍光体層を接合する方法を利用してもよい。あ
るいは、特願２０００－１５８２１３号明細書に記載されているような、針
状蛍光体を配向させて異方化した蛍光体層も用いることができる。
【００５１】本発明に係る放射線吸収性蛍光体層は、放射線吸収蛍光体とこ
れを分散状態で含有支持する結合剤とからなるのものばかりでなく、結合剤
を含まないで放射線吸収蛍光体の凝集体のみから構成されるもの、蒸着膜、
あるいは放射線吸収蛍光体の凝集体の間隙に高分子物質が含浸されている蛍
光体層などでもよい。
【００５２】（隔壁）また、放射線吸収性蛍光体層には、発光光の散乱を防
止して得られる画像の画質を高める目的で、蛍光体層を平面方向に沿って細
分区画する隔壁が設けられていてもよい。放射線吸収性蛍光体層は層厚が比
較的厚いので、隔壁を設けることにより発光光の拡散を有効に防止すること
ができる。隔壁は縞状、格子状など任意の形状で設けることができ、あるい
は円形、六角形など任意の形状の放射線吸収蛍光体が充填された領域を隔壁
が囲むように形成されてもよい。また、隔壁の頂部と底部はともに蛍光体層
の両表面に露出していてもよいし、あるいは頂部と底部の両方あるいはいず
れか一方が蛍光体層に埋没していてもよい。
【００５３】隔壁は、例えばアルミニウム、チタン、ステンレスなど金属製
の板、酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウムなどセラミックス製の板、あ
るいは感光性樹脂など有機高分子物質からなるシートに好適なエッチング処
理をすることにより、多数の凹部（穴）もしくは透孔が形成されたハニカム
状のシートを用意し、このハニカム状シートの上に上記の蛍光体層を載せた
のち加熱圧縮することにより、ハニカム状シートを蛍光体層の中に押し込ん
で形成することができる。あるいは、蛍光粒子を分散含有する結合剤からな
る多数の薄膜状の蛍光体シートと高分子物質からなる多数の薄膜状の隔壁用
シートをそれぞれ形成し、蛍光体シートと隔壁用シートを交互に多数枚積層
した後、積層方向に垂直に裁断することからなる積層スライス法によっても
形成することができる。あるいはまた、上記のように蛍光体層が蒸着膜など
のように放射線吸収蛍光体の凝集体からなる場合には、クラックを形成させ
ることにより隔壁とすることができる。そのような蛍光体層の例としては、
ＣｓＩ：Ｎａ、ＣｓＩ：Ｔｌ、ＣｓＢｒ：Ｔｌなどの針状結晶膜を挙げるこ
とができる。隔壁には、酸化アルミニウム、二酸化チタン等の低光吸収性微
粒子が分散含有されていてもよいし、あるいは放射線吸収蛍光体からの発光
光を選択的に吸収するような着色剤で着色されていてもよい。
【００５４】あるいは、隔壁を蛍光体層材料（ただし、結合剤：蛍光体の比
率および／または粒子サイズは、蛍光体層を形成する場合とは変える）から
形成してもよい。一般に放射線吸収蛍光体は高屈折率であるので、平面方向
の散乱をより効果的に防止することができる。また、高い放射線吸収を維持
しながら、高鮮鋭度の画像を得ることができる。」

ｅ．「【００８４】（拡散反射層）また、この放射線像変換パネルがフ
ロント側となる場合には、支持体と放射線吸収性蛍光体層との間に、図１４
に示すように、拡散反射層を設けることが好ましい。本発明の画像形成材料
に用いることのできる拡散反射層は、放射線吸収蛍光体からの発光光を反射
する機能を有する層である。この拡散反射層の設置によって、蓄積性蛍光体



層に入射する放射線吸収蛍光体からの発光光（一次励起光）の光量を増加さ
せて、高感度の放射線像変換パネルとすることができる。図１４において、
放射線像変換パネル１０ａ”は順に、支持体１１ａ、拡散反射層１６、放射
線吸収性蛍光体層１２ａ、蓄積性蛍光体層１３、および保護層１４ａから構
成されている。
【００８５】拡散反射層は、二酸化チタン、酸化イットリウム、酸化ジルコ
ニウム、酸化アルミニウム（アルミナ）などの光反射性物質を含有する層で
ある。光反射性物質は、拡散反射層がフロント側のパネルまたはスクリーン
に設けられることを考慮して、Ｘ線等の放射線の吸収が小さい必要があると
ともに、反射の鮮鋭度の点からは、屈折率が高いことが望ましい。よって、
光反射性物質として好ましいのは二酸化チタンであり、特により屈折率の高
いルチル型が好ましい。ただし、二酸化チタンは約４３０ｎｍよりも長波長
の領域で高い反射率を示すので、放射線吸収蛍光体がＧｄ2Ｏ2Ｓ：Ｔｂな

どである場合に適している。放射線吸収蛍光体の発光波長が約４３０ｎｍよ
りも短波長である場合には、酸化アルミニウム、酸化イットリウム、酸化ジ
ルコニウムなどその発光波長領域に吸収のない物質を選択する必要がある。
【００８６】拡散反射層は、感度および鮮鋭度の点から、できるだけ薄い層
厚で高い光反射率を達成することが望ましい。拡散反射層が単独で存在する
場合に、その層厚と拡散反射率との関係は、図１５において斜線で示す領域
にあることが好ましい。ここで、拡散反射率は、特開平９－２１８９９号公
報に詳細に記載されているように、ＢａＳＯ4粉末が全面に一様に塗布して

ある積分球を用いて標準白板に対して求めた反射率である。そのためには光
反射性物質の平均粒子径は、一般には０．１乃至０．５μｍの範囲にあり、
好ましくは０．１乃至０．４μｍの範囲にある。光反射性物質の拡散反射層
における体積充填率は、一般には２５乃至７５％の範囲にあり、好ましくは
４０％以上である。拡散反射層の層厚は一般に１５乃至１００μｍの範囲に
ある。
【００８７】拡散反射層は、上記微粒子状の光反射性物質および結合剤を溶
剤中に混合分散して塗布液を調製した後、これを支持体上に塗布乾燥するこ
とにより形成することができる。結合剤および溶剤は、前記蛍光体層に使用
することが可能なものの中から適宜選択して用いることができる。
【００８８】支持体上に拡散反射層を設ける代わりに、支持体自体に上記の
ような光反射性物質を分散含有させて、拡散反射機能を有する支持体として
もよい。また、後述するように、拡散反射層および／または支持体を着色し
てもよい。なお、蛍光スクリーンをフロント側に用いる場合にも、拡散反射
層または拡散反射機能を有する支持体を設けることが望ましい。また、バッ
ク側に用いられるパネルまたはスクリーンに使用すれば、感度的に優れたも
のが設計しやすい。」

ｆ．「【図２】



」

ｇ．段落【００３２】の記載を参酌するに、【図２】から「フロント側
の蛍光スクリーン２０ｂは、バック側の蛍光スクリーン２０ｃ、及びその間
のセンターの放射線像変換パネル２０ａとともに放射線画像形成材料２０を
形成する」と読み取ることができる。

ｈ．「【図１４】

」

上記甲第１号証の記載事項及び図面を総合勘案すると、甲第１号証には、
次の発明（以下「甲１発明」という。）が記載されていると認められる。

「フロント側の蛍光スクリーン２０ｂは、バック側の蛍光スクリーン２０
ｃ、及びその間のセンターの放射線像変換パネル２０ａとともに放射線画像
形成材料２０を形成し、
フロント側蛍光スクリーン２０ｂは順に、支持体２１ｂ、放射線吸収性蛍



光体層２２ｂ、および保護層２４ｂから構成されており、
支持体２１ｂは、ポリイミド樹脂からなる厚みが５０μｍ乃至１ｍｍのシ

ートあるいはフィルムであり、
放射線吸収性蛍光体層２２ｂは、ＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜である蒸着膜

からなり、
支持体２１ｂと放射線吸収性蛍光体層２２ｂとの間に、拡散反射層を設

け、
拡散反射層は、二酸化チタンおよび結合剤を溶剤中に混合分散して塗布液

を調製した後、これを支持体上に塗布乾燥することにより形成する、
フロント側の蛍光スクリーン２０ｂ。」

イ 本件発明１と甲１発明の対比
甲１発明における「支持体２１ｂ」は、本件発明１における「基板」に相

当する。
甲１発明における「放射線吸収性蛍光体層２２ｂ」は、「ＣｓＩ：Ｔｌの

針状結晶膜である蒸着膜からな」るものであるから、本件発明１における
「ヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを含む添加剤を原材料
として蒸着により形成された柱状結晶構造のシンチレータ層」に相当する。
甲１発明における「拡散反射層」は、「支持体２１ｂと放射線吸収性蛍光

体層２２ｂとの間に」「設け」られ、「二酸化チタンおよび結合剤を溶剤中
に混合分散して塗布液を調製した後、これを支持体上に塗布乾燥することに
より形成する」ものであるから、本件発明１における「該基板と該柱状結晶
構造のシンチレータ層との間に存在し」、「酸化チタン」である「白色顔料
及びバインダー樹脂からな」る「反射層」に相当する。
甲１発明における「放射線画像形成材料２０」は、本件発明１における

「撮像パネル」に相当する。
甲１発明における「フロント側の蛍光スクリーン２０ｂ」は、「順に、支

持体２１ｂ、放射線吸収性蛍光体層２２ｂ、および保護層２４ｂから構成さ
れており」、かつ「支持体２１ｂと放射線吸収性蛍光体層２２ｂとの間に、
拡散反射層を設」けており、かつ「バック側の蛍光スクリーン２０ｃ、及び
その間のセンターの放射線像変換パネル２０ａとともに放射線画像形成材料
２０を形成」するものであるから、本件発明１における「基板上に反射層及
び」「シンチレータ層を有」し、「撮像パネルを構成」する「シンチレータ
パネル」に相当する。
甲１発明において、「ＣｓＩ：Ｔｌ」が放射線を受けて発光することは、

当業者における技術常識であるから、甲１発明における「ＣｓＩ：Ｔｌの針
状結晶膜である蒸着膜からな」る「放射線吸収性蛍光体層２２ｂ」を備えた
「フロント側の蛍光スクリーン２０ｂ」は、本件発明１の「シンチレータパ
ネル」と、「入射された放射線のエネルギーを吸収してその強度に応じた電
磁波を発光」する点で共通する。

ウ 一致点及び相違点の認定
以上を総合すると、本件発明１と甲１発明とは、

「基板上に反射層及びヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを
含む添加剤を原材料として蒸着により形成された柱状結晶構造のシンチレー
タ層を有するシンチレータパネルであって、
該反射層が、該基板と該柱状結晶構造のシンチレータ層との間に存在し、

酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からなり、
該シンチレータパネルは、入射された放射線のエネルギーを吸収してその

強度に応じた電磁波を発光し、撮像パネルを構成する、
シンチレータパネル。」

の点で一致し、
次の各点で相違すると認められる。
＜相違点１＞



本件発明１の柱状結晶構造のシンチレータ層は、「酸化チタンの白色顔料
及びバインダー樹脂からな」る「反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形
成したものであ」るのに対し、甲１発明の「ＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜であ
る蒸着膜からな」る「放射線吸収性蛍光体層２２ｂ」は、上記発明特定事項
を備えていない点。

＜相違点２＞
本件発明１のシンチレータパネルは、「該電磁波を吸収して画像信号を出

力する出力基板とともに撮像パネルを構成し、該出力基板は、光電変換素子
を備えている」のに対し、甲１発明の「フロント側の蛍光スクリーン２０
ｂ」は、「放射線画像形成材料２０」を構成するものの、上記発明特定事項
を備えていない点。

エ 相違点についての検討・判断
（ア）相違点１について
請求人は、「甲第１号証に、ＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜からなる蒸着膜で

ある放射線吸収性蛍光体層、及び、二酸化チタン、酸化イットリウム、酸化
ジルコニウム、酸化アルミニウムからなる光反射性物質と結合剤とを含有す
る拡散反射層が記載されていることから、本件発明１と甲第１号証記載の蛍
光スクリーンとはシンチレータ層と反射層との構成において相違せず、ま
た、ＴｉドープのＣｓＩからなるシンチレータ層を反射層の表面に蒸着法に
よって成長させることは周知技術であり（甲第７号証の段落【００１３】を
参照。）、本件発明１における特定のシンチレータ層と特定の反射層との組
合せは、何ら特有のものではないから、甲第１号証発明及び周知技術（甲第
７号証）に基づいて当業者が容易に導き出し得た事項に過ぎない。」旨主張
している（上記「４．（４）ア（ア）」参照。）ので、上記請求人の主張に
ついて検討する。
甲第１号証の段落【００５１】及び【００５３】には、放射線吸収性蛍光

体層が蒸着膜でもよく、蒸着膜などのように放射性吸収蛍光体の凝集体から
なる場合の例としてＣｓＩ：Ｔｌなどの針状結晶膜があることが開示され
（上記「６．（１）アｄ．」参照。）、甲第１号証の段落【００８４】～
【００８８】には、拡散反射層が支持体と放射線吸収性蛍光体層との間に設
けられ、二酸化チタンなどの微粒子状の光反射性物質および結合材を溶剤中
に混合分散して塗布液を調整した後、これを支持体上に塗布乾燥することに
より形成することができることは開示されている（上記「６．（１）ア
ｅ．」参照。）ものの、二酸化チタンなどの微粒子状の光反射性物質および
結合材を溶剤中に混合分散して塗布液を調整した後、これを支持体上に塗布
乾燥することにより形成した拡散反射層の表面に柱状結晶体を蒸着により成
長させて放射線吸収性蛍光体層を形成することは開示されていない。
また、甲第７号証の段落【００１３】には、

「【００１３】第１実施形態に係る放射線イメージセンサは、シンチレータ
パネルに撮像素子を貼り合わせて構成されている。最初に、シンチレータパ
ネルについて説明する。図１に示すように、シンチレータパネル８は、平面
形状を有するガラス製の基板２６を備えており、その一方の表面には、真空
蒸着法により１００ｎｍの厚さで形成された反射膜としてのＡｌ膜１３が形
成されている。このＡｌ膜１３の表面には、入射した放射線を可視光に変換
する柱状構造のシンチレータ１６が２５０μｍの厚さで形成されている。こ
のシンチレータ１６には、蒸着法によって成長させたＴｌドープのＣｓＩが
用いられている。」
と記載されているが、上記記載から、ガラス製の基板２６上に真空蒸着法に
より形成された反射膜としてのＡｌ膜１３の表面に蒸着法によってＴｌドー
プのＣｓＩによる柱状構造のシンチレータ１６を形成することは読み取れる
ものの、酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からなる反射層の表面に
蒸着法によってＴｌドープのＣｓＩによる柱状構造のシンチレータ１６を形



成することは開示されていない。
そして、蒸着により膜形成を行う場合、蒸着させる対象の表面の材質、構

造により膜の成長がうまくいくかどうかが左右されることは、当業者にとっ
て常識的な事項であることから、甲第７号証に開示された上記技術から、甲
１発明における拡散反射層上に形成するＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜を、二酸
化チタンおよび結合剤を溶剤中に混合分散して塗布液を調製した後、これを
支持体上に塗布乾燥することにより形成された拡散反射層上に直接蒸着によ
り形成することを導き出すことは、当業者にとって容易になし得たことでは
ない。また、甲１発明に甲第７号証に開示された上記技術を適用すると、甲
１発明の拡散反射層をＡｌ蒸着膜とし、Ａｌ蒸着膜の表面に蒸着法によって
ＴｌドープのＣｓＩによる柱状構造のシンチレータ１６を形成することにな
るから、本件発明１の発明特定事項である「酸化チタンの白色顔料及びバイ
ンダー樹脂からな」る「反射層上に形成するＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜を直
接蒸着により形成すること」を導き出すことは、当業者にとって容易になし
得たことではない。
さらに、請求人が提出した甲第１号証ないし甲第１３号証の開示内容を精

査したが、「基板上に反射層及びヨウ化セシウムとタリウムを含む添加剤を
原材料として蒸着により形成された柱状結晶構造のシンチレータ層」を、ア
ルミナ、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれ
る少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からな」る「反射層」「の
表面に柱状結晶体を成長させて形成」する技術を開示するものはない。
以上のことから、請求人の主張を採用することはできず、さらに甲第１号

証ないし甲第１３号証の開示内容から上記相違点１に係る発明特定事項を導
き出すことは、当業者といえども容易になし得たことではない。

（イ）相違点２について
甲１発明は、「ＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜である蒸着膜からな」る「放射

線吸収性蛍光体層２２ｂ」を備えており、「ＣｓＩ：Ｔｌ」が放射線を受け
て発光することは、当業者における技術常識である。
また、甲第７号証には、ガラス基板２６上に反射膜としてのＡｌ膜１３を

蒸着し、Ａｌ膜上にＴｌドープのＣｓＩを蒸着法によって成長させたシンチ
レータ１６設けたシンチレータパネル８をシンチレータ１６の先端部側に撮
像素子２０を対向させて放射線イメージセンサを構成すること（段落【００
１３】ないし【００１６】及び【図２】参照。）、及び放射線をシンチレー
タ１６で光に変換し、その光を撮像素子２０により検出すること（段落【０
０１６】参照。）が開示されている。つまり、甲第７号証は、上記相違点２
に係る特定事項を開示している。
ここで、甲１発明と甲第７号証記載のシンチレータパネルは、ともに放射

線をシンチレータで光に変換する点で、技術分野が共通しているものである
から、甲１発明のシンチレータ層の光を検出する構成として、上記甲第７号
証が開示する撮像素子２０及びその配置を採用して、上記相違点２に係る発
明特定事項を導き出すことは、当業者にとって容易になし得たことである。
なお、被請求人は本願発明はＦＰＤシステムであり、甲１発明はＣＲシス

テムであり、「ＦＰＤシステムとＣＲシステムでは、画像の取り出し方が異
なるため、光反射膜に要求される特性や、課題も相違する。従って、両シス
テムにおいて光反射膜の構成を適宜変更できるものではなく、ＣＲシステム
とＦＰＤシステムのシンチレータパネルが単純に転用できないことは、当業
界の常識である。」旨主張している（「陳述要領書１」の第１２頁第１４－
１８行参照。）。しかしながら、甲１発明は、入射した放射線を光に変換す
る「放射線吸収性蛍光体層２２ｂ」を備えた「フロント側の蛍光スクリーン
２０ｂ」であり、入射した放射線を光に変換する部材としてＣＲシステムの
みならずＦＰＤシステムにも転用できることは、当業者において明らかであ
る。よって、被請求人の主張を採用することはできない。



（ウ）本件発明１の効果について
請求人は、「明細書の【００３５】，【００３８】の記載から、反射層が

接着層として有効に機能するのは、バインダーとしてガラス転位温度（Ｔ
ｇ）が３０～１００℃のポリマーを反射層が含有し、且つ基板温度が１５
０℃～２５０℃で蒸着によるシンチレータ層の形成が実施される場合である
ところ、本件発明１においては、それらについて何ら特定されていない。」
旨主張している（上記「４．（４）エ（ア）ｂ．」参照。）。しかしなが
ら、バインダー樹脂のガラス転移温度が、ヨウ化セシウムと少なくとも１種
類以上のタリウムを含む添加剤を原材料として蒸着により柱状結晶構造のシ
ンチレータ層を形成する際の基板温度よりも低くなることは、当業者にとっ
て本件特許出願時に常識的事項であり、本件発明１において「バインダーと
してガラス転位温度（Ｔｇ）が３０～１００℃のポリマーを反射層が含有」
するという特定事項及び「基板温度が１５０℃～２５０℃で蒸着によるシン
チレータ層の形成が実施される」という特定事項の限定がなくても、本件発
明１は「柱状結晶構造のシンチレータ層と反射層との接着性が向上」する効
果を備えているのである。よって、上記請求人の主張を採用することはでき
ない。
また、請求人は、「柱状結晶構造のシンチレータ層を蒸着により形成する

場合には、反射層が接着層として有効に機能するか如何に拘わらず、蒸着時
のスプラッシュによって柱状結晶が異常成長し、シンチレータ層の表面に凹
凸が生じ得るから、仮に反射層が接着層として有効に機能したとしても、次
の理由により、シンチレータ層表面の凹凸が良好となり、平面受光素子との
密着性が向上する、とはいえない。」旨主張している（上記「４．（４）エ
（ア）ｃ．」参照。）。しかしながら、本件発明１は、柱状結晶構造のシン
チレータ層の蒸着時に生じるスプラッシュによるシンチレータ層表面の凹凸
を解決すべき課題とするものではないから、上記請求人の主張を採用するこ
とはできない。
一方、被請求人が主張する、「白色顔料とバインダー樹脂からなる反射層

の表面に柱状結晶構造のシンチレータ層を成長させて形成することにより、
基板に凹凸や欠陥があっても、白色顔料とバインダー樹脂からなる反射層に
よりこれを覆い隠すことができるので、基板の表面粗さのばらつきの影響を
無効化して平滑性（表面性）が良好な表面を容易に得ることができる。これ
により、柱状結晶構造の異常成長を防止し、根元から結晶をきれいに成長さ
せることができる。」（上記「５．（３）エ（ア）」参照。）との効果は、
本件特許の明細書、特許請求の範囲及び図面には記載されておらず、かつそ
れらから自明のこととも認められないので、採用することはできない。
しかしながら、本件特許の明細書の段落【００３５】、【００３８】及び

【００７１】には、反射層が、基板と該柱状結晶構造のシンチレータ層との
間に存在し、アルミナ、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムおよび酸化チ
タンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からなる該
反射層の表面に、柱状結晶体を成長させて形成した柱状結晶構造のシンチレ
ータ層を形成したことにより、柱状結晶構造のシンチレータ層と反射層との
接着性を向上させることが明示されていることから、本件発明１は、柱状結
晶構造のシンチレータ層と反射層との接着性を向上させ、それにより鮮鋭性
を向上させるという効果を備えていることが明らかである。ゆえに本件発明
１は、甲第１号証ないし甲第１３号証の開示内容から当業者が予測しうるこ
とはできない、格別の効果を奏するものである。

オ 本件発明１に対する無効理由１についての小括
以上のことから、本件発明１は、甲１発明と甲第１号証ないし甲第１３号

証に開示された事項から、当業者が容易に導き出しうる発明であるとはいえ
ない。

（２）本件発明１に対する無効理由２について（特許法第２９条第２項違



反）
ア 甲第６号証記載の発明の認定
本件特許の出願前に公知である甲第６号証には、図面とともに、以下の技

術事項が記載されている。
ａ．「【請求項１】 支持体上に、光反射層および蛍光体層を支持体側

からこの順に有する放射線増感スクリーンにおいて、該光反射層が樹脂中に
多数の空隙を形成したものであり、空隙と樹脂との界面が主に支持体表面と
ほぼ平行な面を有する平板状の空隙であり、かつ空隙が光反射層中に５ｖｏ
ｌ％以上８０ｖｏｌ％以下含有されていて、かつ空隙の長径の平均が１μｍ
以上３０μｍ以下であり、かつ光反射層の膜厚が３０μｍ以上であることを
特徴とする放射線増感スクリーン。」

ｂ．「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、放射線増感スクリーン及び放射線像変
換パネルに関するものであり、さらに詳しくは蛍光体層または輝尽性蛍光体
層の支持体側に光反射層を有する、または支持体自体が光反射能を有する放
射線増感スクリーン及び放射線像変換パネルに関する。」

ｃ．「【００３７】本発明の放射線増感スクリーンに用いられる好まし
い蛍光体としては、以下に示すものが挙げられる。
【００３８】・・・（中略）・・・沃化物系蛍光体（ＣｓＩ：Ｎａ、Ｃｓ
Ｉ：Ｔｌ、ＮａＩ、ＫＩ：Ｔｌ等）、・・・（中略）・・・ただし本発明に
用いられる蛍光体はこれらに限定されるものではなく、放射線の照射によっ
て可視又は近紫外領域の発光を示す蛍光体であれば使用できる。」

上記甲第６号証の記載事項及び図面を総合勘案すると、甲第６号証には、
次の発明（以下「甲６発明」という。）が記載されていると認められる。

「支持体上に、光反射層および蛍光体層を支持体側からこの順に有する放射
線増感スクリーンにおいて、
該光反射層が樹脂中に多数の空隙を形成したものであり、空隙と樹脂との

界面が主に支持体表面とほぼ平行な面を有する平板状の空隙であり、かつ空
隙が光反射層中に５ｖｏｌ％以上８０ｖｏｌ％以下含有されていて、かつ空
隙の長径の平均が１μｍ以上３０μｍ以下であり、かつ光反射層の膜厚が３
０μｍ以上であり、
蛍光体層の蛍光体は、ＣｓＩ：Ｔｌである、
放射線増感スクリーン。」

イ 本件発明１と甲６発明の対比
甲６発明における「支持体」は、本件発明１における「基板」に相当す

る。
甲６発明における「蛍光体層」は、「蛍光体層の蛍光体は、ＣｓＩ：Ｔｌ

である」ことから、本件発明１における「ヨウ化セシウムと少なくとも１種
類以上のタリウムを含む添加剤を原材料として」「形成された」「シンチレ
ータ層」に相当する。
甲６発明における「光反射層」は、「支持体上に、光反射層および蛍光体

層を支持体側からこの順に有する放射線増感スクリーン」の光反射層である
から、本件発明１における「基板と」「シンチレータ層との間に存在」する
「反射層」に相当する。
甲６発明における「放射線増感スクリーン」は、本件発明１における「シ

ンチレータパネル」に相当する。

ウ 一致点及び相違点の認定
以上を総合すると、本件発明１と甲６発明とは、



「基板上に反射層及びヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを
含む添加剤を原材料として形成されたシンチレータ層を有するシンチレータ
パネルであって、
該反射層が、該基板とシンチレータ層との間に存在する、
シンチレータパネル。」

の点で一致し、
次の各点で相違すると認められる。
＜相違点３＞
本件発明１のシンチレータ層は、「蒸着により形成された柱状結晶構造」

であり、「アルミナ、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムおよび酸化チタ
ンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からな」る
「反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形成したものであ」るのに対し、
甲６発明の「蛍光体層の蛍光体は、ＣｓＩ：Ｔｌである」「蛍光体層」は、
上記発明特定事項を備えていない点。

＜相違点４＞
本件発明１の反射層は、「アルミナ、酸化イットリウム、酸化ジルコニウ

ムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー
樹脂からな」るのに対し、甲６発明の「光反射層」は、「樹脂中に多数の空
隙を形成したものであり」上記発明特定事項を備えていない点。

＜相違点５＞
本件発明１のシンチレータパネルは、「該シンチレータパネルは、入射さ

れた放射線のエネルギーを吸収してその強度に応じた電磁波を発光し、該電
磁波を吸収して画像信号を出力する出力基板とともに撮像パネルを構成し、
該出力基板は、光電変換素子を備えている」のに対し、甲６発明の「放射線
増感スクリーン」は、上記発明特定事項を備えていない点。

エ 相違点についての検討・判断
上記相違点３については、上記「６．（１）エ（ア）」ですでに検討した

通り、甲第１号証ないし甲第１３号証の開示内容から、当業者といえども容
易に想到しうるものではない。また、本件発明１は、上記「６．（１）エ
（ウ）」で述べたように、反射層が、基板と該柱状結晶構造のシンチレータ
層との間に存在し、アルミナ、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムおよび
酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂から
なる該反射層の表面に、柱状結晶体を成長させて形成した柱状結晶構造のシ
ンチレータ層を形成したことにより、柱状結晶構造のシンチレータ層と反射
層との接着性が向上し、それにより鮮鋭性を向上させるという効果を備えて
おり、甲第１号証ないし甲第１３号証の開示内容から当業者が予測しうるこ
とはできない、格別の効果を奏するものである。

オ 本件発明１に対する無効理由２についての小括
以上のことから、本件発明１は、上記「６．（１）エ（ア）」で検討した

のと同様に、甲６発明と甲第１号証ないし甲第１３号証に開示された事項か
ら、当業者が容易に導き出しうる発明であるとはいえない。

（３）本件発明１に対する無効理由３について（特許法第２９条第２項違
反）
ア 甲第８号証記載の発明の認定
本件特許の出願前に公知である甲第８号証には、図面とともに、以下の技

術事項が記載されている。
ａ．「【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は放射線画像変換パネル、画像読取方法及
び画像読取装置に関する。」



ｂ．「【００６２】本発明の放射線画像変換パネルは、一般に、支持
体、その表面に必要に応じて設けられる下引層等の機能層及び蛍光体層とか
らなり、更に、蛍光体層の表面を物理的、化学的に保護するための保護膜が
設けられている。
【００６３】蛍光体層としては、大別して、蛍光体とこれを分散保持する高
分子樹脂とから構成される塗布液を、支持体上に塗布することにより形成す
る蛍光体層（以下、これを塗布型蛍光体層ともいう）と、気相成長方式によ
って形成される蛍光体層（以下、これを蒸着型蛍光体層ともいう）とがあ
る。」

ｃ．「【００９４】《蒸着型蛍光体層》次に、蒸着型蛍光体層について
説明する。
【００９５】蒸着型蛍光体層で用いることのできる輝尽性蛍光体としては、
例えば、特開昭４８－８０４８７号に記載されているＢａＳＯ4：Ａｘで表

される蛍光体、特開昭４８－８０４８８号記載のＭｇＳＯ4：Ａｘで表され

る蛍光体、特開昭４８－８０４８９号に記載されているＳｒＳＯ4：Ａｘで

表される蛍光体、特開昭５１－２９８８９号に記載されているＮａ2ＳＯ

4、ＣａＳＯ4及びＢａＳＯ4等にＭｎ、Ｄｙ及びＴｂの中少なくとも１種を

添加した蛍光体、特開昭５２－３０４８７号に記載されているＢｅＯ、Ｌｉ
Ｆ、ＭｇＳＯ4及びＣａＦ2等の蛍光体、特開昭５３－３９２７７号に記載

されているＬｉ2Ｂ4Ｏ7：Ｃｕ，Ａｇ等の蛍光体、特開昭５４－４７８８３

号に記載されているＬｉ2Ｏ・（Ｂｅ2Ｏ2）ｘ：Ｃｕ，Ａｇ等の蛍光体、米

国特許第３，８５９，５２７号に記載されているＳｒＳ：Ｃｅ，Ｓｍ、Ｓｒ
Ｓ：Ｅｕ，Ｓｍ、Ｌａ2Ｏ2Ｓ：Ｅｕ，Ｓｍ及び（Ｚｎ，Ｃｄ）Ｓ：Ｍｎｘ

で表される蛍光体があげられる。又、特開昭５５－１２１４２号に記載され
ているＺｎＳ：Ｃｕ，Ｐｂ蛍光体、一般式がＢａＯ・ｘＡｌ2Ｏ3：Ｅｕで

あげられるアルミン酸バリウム蛍光体、及び、一般式がＭ（II）Ｏ・ｘＳｉ
Ｏ2：Ａで表されるアルカリ土類金属珪酸塩系蛍光体があげられる。

【００９６】又、特開昭５５－１２１４３号に記載されている一般式が（Ｂ

ａ1-x-yＭｇxＣａy）Ｆx：Ｅｕ
2+

で表されるアルカリ土類フッ化ハロゲン

化物蛍光体、特開昭５５－１２１４４号に記載されている一般式がＬｎＯ
Ｘ：ｘＡで表される蛍光体、特開昭５５－１２１４５号に記載されている一
般式が（Ｂａ1-xＭ（II）x）Ｆx：ｙＡで表される蛍光体、特開昭５５－８

４３８９号に記載されている一般式がＢａＦＸ：ｘＣｅ，ｙＡで表される蛍
光体、特開昭５５－１６００７８号に記載されている一般式がＭ（II）Ｆ
Ｘ・ｘＡ：ｙＬｎで表される希土類元素付活二価金属フルオロハライド蛍光
体、一般式ＺｎＳ：Ａ、ＣｄＳ：Ａ、（Ｚｎ，Ｃｄ）Ｓ：Ａ，Ｘで表される
蛍光体、特開昭５９－３８２７８号に記載されている下記いずれかの一般式
ｘＭ3（ＰＯ4）2・ＮＸ2：ｙＡ

ｘＭ3（ＰＯ4）2：ｙＡ

で表される蛍光体、特開昭５９－１５５４８７号に記載されている下記いず
れかの一般式
ｎＲｅＸ3・ｍＡＸ′2：ｘＥｕ

ｎＲｅＸ3・ｍＡＸ′2：ｘＥｕ，ｙＳｍ

で表される蛍光体、特開昭６１－７２０８７号に記載されている下記一般式



Ｍ（Ｉ）Ｘ・ａＭ（II）Ｘ′2・ｂＭ（III）Ｘ″3：ｃＡで表されるアルカ

リハライド蛍光体、及び特開昭６１－２２８４００号に記載されている一般
式Ｍ（I）Ｘ：ｘＢｉで表されるビスマス付活アルカリハライド蛍光体等が
あげられる。
【００９７】特に、アルカリハライド蛍光体は、蒸着、スパッタリング等の
方法で柱状の輝尽性蛍光体層を形成させやすく好ましい。
【００９８】又、前述のように、アルカリハライド蛍光体の中でもＲｂＢｒ
及びＣｓＢｒ系蛍光体が高輝度、高画質である点、好ましく、中でもＣｓＢ
ｒ系蛍光体が特に、好ましい。」

ｄ．「【０１１４】《支持体》本発明の放射線画像変換パネルに用いら
れる支持体について説明する。
【０１１５】本発明の放射線画像変換パネルに用いられる支持体としては、
各種高分子材料、ガラス、金属等が用いられ、例えば、石英、ホウ珪酸ガラ
ス、化学的強化ガラスなどの板ガラス、あるいは、セルロースアセテートフ
ィルム、ポリエステルフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポ
リアミドフィルム、ポリイミドフィルム、トリアセテートフィルム、ポリカ
ーボネートフィルム等のプラスチックフィルム、アルミニウム、鉄、銅、ク
ロム等の金属シートあるいは親水性微粒子の被覆層を有する金属シートが好
ましい。これら支持体の表面は滑面であってもよいし、輝尽性蛍光体層との
接着性を向上させる目的でマット面としてもよい。また、本発明において
は、支持体と輝尽性蛍光体層の接着性を向上させるために、必要に応じて支
持体の表面に予め接着層を設けてもよい。」

ｅ．「【０１１７】また、支持体と輝尽性蛍光体層との間には係る反射
層を設けても良い。《反射層》反射層としては、例えば、白色顔料を樹脂中
に分散含有させたものが用いられるが、これにより感度を向上させることが
できる。この反射層の製造方法としては、例えば、以下の方法が挙げられ
る。
【０１１８】（１）有機溶剤中に樹脂及び白色顔料を分散し支持体上に塗布
乾燥させ、反射層とする。
【０１１９】（２）溶融樹脂中に白色顔料を分散し、支持体用樹脂とともに
共押し出しによりフィルム状に圧延かつもしくは延伸し、支持体上に顔料分
散層を設ける。」

ｆ．「【０１２１】白色顔料としては酸化チタン、酸化亜鉛、酸化アル
ミニウム、炭酸カルシウム、硫酸バリウム等が挙げられる。中でも酸化チタ
ン、炭酸カルシウムが好ましい。顔料を分散する樹脂としては、例えばポリ
ウレタン、ポリエステル（例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチ
レンナフタレート）、塩化ビニル共重合体（例えば、塩化ビニル－酢酸ビニ
ル共重合体、塩化ビニル－塩化ビニリデン共重合体、塩化ビニル－アクリロ
ニトリル共重合体等）、ブタジエン－アクリロニトリル共重合体、ポリアミ
ド樹脂、ポリビニルブチラール、セルロース誘導体（ニトロセルロース
等）、スチレン－ブタジエン共重合体、各種の合成ゴム系樹脂、フェノール
樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、フェノキシ樹脂、シリコン樹脂、アク
リル系樹脂、尿素ホルムアミド樹脂等が挙げられる。なかでもポリウレタ
ン、ポリエステル、塩化ビニル系共重合体、ポリビニルブチラール、ニトロ
セルロースを使用することが好ましい。」

上記甲第８号証の記載事項及び図面を総合勘案すると、甲第８号証には、
次の発明（以下「甲８発明」という。）が記載されていると認められる。

「支持体、その表面に必要に応じて設けられる下引層等の機能層及び蛍光体



層とからなり、更に、蛍光体層の表面を物理的、化学的に保護するための保
護膜が設けられている放射線画像変換パネルにおいて、
支持体は、ポリイミドフィルムが好ましく、
蛍光体層は、気相成長方式によって形成される、柱状の輝尽性蛍光体層で

あり、
支持体と輝尽性蛍光体層との間に、有機溶剤中に樹脂及び酸化チタンを分

散して支持体上に塗布乾燥させて設けた反射層を備えてもよい、
放射線画像変換パネル。」

イ 本件発明１と甲８発明の対比
甲８発明における「支持体」は、本件発明１における「基板」に相当す

る。
甲８発明における「蛍光体層」は、「気相成長方式によって形成される、

柱状の輝尽性蛍光体層である」ことから、本件発明１における「蒸着により
形成された柱状結晶構造のシンチレータ層」に相当する。
甲８発明における「反射層」は、「支持体と輝尽性蛍光体層との間に、有

機溶剤中に樹脂及び酸化チタンを分散して支持体上に塗布乾燥させて設け
た」ものであるから、本件発明１における「該基板と該柱状結晶構造のシン
チレータ層との間に存在し」「酸化チタン」「の白色顔料及びバインダー樹
脂からな」る「反射層」に相当する。
甲８発明における「放射線画像変換パネル」は、本件発明１における「シ

ンチレータパネル」に相当する。

ウ 一致点及び相違点の認定
以上を総合すると、本件発明１と甲８発明とは、

「基板上に反射層及び蒸着により形成された柱状結晶構造のシンチレータ層
を有するシンチレータパネルであって、
該反射層が、該基板と該柱状結晶構造のシンチレータ層との間に存在し、

酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からなる、
シンチレータパネル。」

の点で一致し、
次の各点で相違すると認められる。
＜相違点６＞
本件発明１のシンチレータ層は、「ヨウ化セシウムと少なくとも１種類以

上のタリウムを含む添加剤を原材料として蒸着により形成された柱状結晶構
造」であり、「アルミナ、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムおよび酸化
チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からな」
る「反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形成したものであ」るのに対
し、甲８発明の「気相成長方式によって形成される、柱状の輝尽性蛍光体層
である」「蛍光体層」は、上記発明特定事項を備えていない点。

＜相違点７＞
本件発明１のシンチレータパネルは、「該シンチレータパネルは、入射さ

れた放射線のエネルギーを吸収してその強度に応じた電磁波を発光し、該電
磁波を吸収して画像信号を出力する出力基板とともに撮像パネルを構成し、
該出力基板は、光電変換素子を備えている」のに対し、甲８発明の「放射線
画像変換パネル」は、上記発明特定事項を備えていない点。

エ 相違点についての検討・判断
上記相違点６については、上記「６．（１）エ（ア）」ですでに検討した

通り、甲第１号証ないし甲第１３号証の開示内容から、当業者といえども容
易に想到しうるものではない。また、本件発明１は、上記「６．（１）エ
（ウ）」で述べたように、反射層が、基板と該柱状結晶構造のシンチレータ
層との間に存在し、アルミナ、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムおよび



酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂から
なる該反射層の表面に、柱状結晶体を成長させて形成した柱状結晶構造のシ
ンチレータ層を形成したことにより、柱状結晶構造のシンチレータ層と反射
層との接着性が向上し、それにより鮮鋭性を向上させるという効果を備えて
おり、甲第１号証ないし甲第１３号証の開示内容から当業者が予測しうるこ
とはできない、格別の効果を奏するものである。

オ 本件発明１に対する無効理由３についての小括
以上のことから、本件発明１は、上記「６．（１）エ（ア）」で検討した

のと同様に、甲８発明と甲第１号証ないし甲第１３号証に開示された事項か
ら、当業者が容易に導き出しうる発明であるとはいえない。

（４）本件発明２ないし本件発明７に対する無効理由１ないし３について
本件発明２ないし本件発明７は、本件発明１を引用してさらに限定する発

明であるから、上記「６．（１）～（３）」と同様に、本件発明２ないし本
件発明７は、甲１発明と甲第１号証ないし甲第１３号証に開示された事項か
ら、または甲６発明と甲第１号証ないし甲第１３号証に開示された事項か
ら、または甲８発明と甲第１号証ないし甲第１３号証に開示された事項か
ら、当業者が容易に導き出しうる発明であるとはいえない。

７．むすび 
以上検討のとおり、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件特許の請

求項１ないし請求項７に係る発明の特許を無効とすることができない。
審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する

民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。

平成２４年 ２月１６日

審判長 特許庁審判官 村田 尚英
特許庁審判官 伊藤 幸仙
特許庁審判官 北川 清伸

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日

（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係
る相手方当事者を被告として、提起することができます。
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